
お知らせ

9 8

お知 
らせ 

市 
内 
局 
番 
を 
確 
か 
め 
て   

お 
か 
け 
く 
だ 
さ 
い   

広報  

2012.11.1発行

南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
　下水道加入促進課☎50-3041
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

松井開発運輸株式会社

「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

　
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得

税
及
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い

て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。そ
の
年
の
１

月
か
ら
12
月
末
ま
で
に
納
付
し

た
保
険
料
が
対
象
で
す
。こ
の
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、納
付
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人
は
、「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」が
11
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、年
末
調
整
や
確

定
申
告
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書

（
ま
た
は
領
収
証
書
）を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、10
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に

今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人
は
、翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、本

人
の
社
会
保
険
料
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、家
族
あ
て

に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添

付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
１
１
７

年
金
相
談

日
時　

12
月
７
日
（
金
）

　

午
前
11
時
〜
午
後
３
時

場
所　

南
淡
公
民
館

※
要
予
約
・
先
着
36
人

問
市
民
課
☎
43
・
５
０
２
３

　
税
を
考
え
る
週
間

　

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11

日
〜
17
日
ま
で
の
一
週
間
を

「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
し

て
、
集
中
し
た
広
報
・
広
聴
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
「
税
の
役
割
と
税

務
署
の
仕
事
」
を
テ
ー
マ
と
し

て
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進

に
向
け
た
情
報
を
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
提
供
し
ま
す
。

　

期
間
中
、
パ
ル
テ
ィ
で
税
に

関
す
る
小
学
生
の
書
道
・
ポ
ス

タ
ー
、
中
・
高
校
生
の
作
文
の

入
賞
作
品
の
展
示
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

問
洲
本
税
務
署

　

☎
24
・
１
２
１
２

全
島
一
斉
清
掃

　

ゴ
ミ
の
な
い
美
し
い
淡
路
島

を
島
民
の
手
で
創
り
ま
し
ょ

う
。
多
く
の
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。

日
程　

11
月
11
日
（
日
）

問
生
活
環
境
課

　

☎
43
・
５
０
２
４

　
狩
猟
シ
ー
ズ
ン
到
来

　

11
月
15
日
（
木
）
〜
翌
年
２

月
15
日
（
金
）
ま
で
、
狩
猟
が

解
禁
と
な
り
ま
す
。
入
山
者
、

狩
猟
者
は
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

❶
入
山
者
は
、
目
立
つ
服
装
を

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
白
色
タ
オ
ル
は
鹿
と
間

違
え
ら
れ
や
す
い
の
で
使
用

を
控
え
て
く
だ
さ
い
。
わ
な

は
非
常
に
危
険
で
す
の
で
設

置
の
看
板
が
あ
る
と
こ
ろ
に

近
づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い

❷
狩
猟
者
は
、
ル
ー
ル
を
守
り

狩
猟
事
故
ゼ
ロ
を
め
ざ
し

ま
し
ょ
う

※
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、イ
ノ
シ
シ
の

猟
期
は
県
全
域
で
３
月
15
日

（
金
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

問
農
林
振
興
課
☎
43
・
５
０
２
５

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

　

育
児
や
子
育
て
に
悩
ん
だ

時
、
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
を
見
つ
け
た
時
な
ど

に
、
全
国
共
通
の
番
号
に
よ
っ

て
近
く
の
児
童
相
談
所
に
電
話

が
繋
が
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
。

標
語　
「
気
づ
く
の
は
あ
な
た

と
地
域
の
心
の
目
」

問
児
童
相
談
所

　

☎
０
５
７
０
・
０
６
４
・
０
０
０

　

家
庭
児
童
相
談
室

　

☎
44
・
３
０
１
３

緑
霊
苑
墓
地
使
用
者
を
募
集

区
画　

楓
聖
地
‐
31
号
墓
地

使
用
者
資
格　

市
に
６
か
月

以
上
住
所
が
あ
る
人
、
及
び

市
に
本
籍
又
は
墓
地
を
有

す
る
人

※
税
金
の
滞
納
者
は
申
し
込
め

ま
せ
ん

使
用
料　

市
内
居
住
者
25
万

円
、
市
外
居
住
者
30
万
円

維
持
費　

年
３
１
５
０
円
（
３

年
分
を
前
納
）

申
込
期
限　

11
月
30
日
（
金
）

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

防
ご
う
高
齢
者
虐
待

　

高
齢
者
虐
待
と
は
、
高
齢
者

を
養
護
し
て
い
る
家
族
、
親

族
、
同
居
人
な
ど
や
、
介
護
施

設
等
に
従
事
す
る
職
員
が
行
う

虐
待
行
為
を
い
い
ま
す
。
家
庭

内
や
施
設
内
で
高
齢
者
虐
待
が

疑
わ
れ
る
場
合
は
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
44
・
３
０
０
６

　
平
成
25
年
度
市
町
交
通
災
害
共
済
加
入
募
集

　

交
通
災
害
共
済
は
年
額

５
０
０
円
で
、交
通
災
害
時
に
共

済
見
舞
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

見
舞
金
対
象
事
故　

道
路
上

で
自
動
車
や
自
転
車
等
に

乗
っ
て
い
る
時
の
衝
突
な

ど
に
よ
る
事
故
、
ま
た
は
歩

行
中
こ
れ
ら
の
乗
り
物
に

は
ね
ら
れ
た
り
し
た
場
合

見
舞
金
額　

治
療
実
日
数
が

３
日
以
上
の
傷
害
に
３
万

円
、
７
日
以
上
の
傷
害
に

４
万
円
な
ど

共
済
掛
金　

年
額
５
０
０
円

（
１
人
当
た
り
）

申
込
方
法　

加
入
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
掛
け

金
を
添
え
て
、
各
総
合
窓
口

セ
ン
タ
ー
や
支
所
等
に
提
出

※
申
込
書
は
各
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
や
支
所
等
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
。
平
成
24
年
度
に

加
入
し
て
い
る
人
は
、
11
月

中
旬
頃
に
郵
送
さ
れ
ま
す

申
込
期
間　

11
月
中
旬
以
降

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

幼
稚
園
の
入
所
園
児
の
募
集

保
育
時
間　

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
４
時

休
園
日　

小
学
校
に
準
ず
る

対
象　

市
内
在
住
の
満
３
〜

５
歳
児

入
園
料　

３
０
０
０
円

月
額
保
育
料　

保
育
料

１
万
１
３
０
０
円
（
減
免
制

度
あ
り
）
＋
給
食
費
等
の
諸

費
約
５
０
０
０
円

※
午
後
特
別
保
育
を
希
望

し
な
い
人
は
保
育
料
が

６
０
０
０
円

受
付
期
間　

11
月
12
日
（
月
）

〜
16
日
（
金
）

※
年
度
途
中
か
ら
の
申
し
込
み

も
可
能
で
す

※
小
規
模
な
幼
稚
園
に
つ
い
て

は
、
集
団
活
動
を
保
障
す
る

た
め
、
他
の
幼
稚
園
と
の
日

常
的
な
交
流
保
育
を
実
施

し
ま
す
。
阿
那
賀
幼
稚
園

は
、
平
成
24
年
度
に
引
き
続

き
伊
加
利
幼
稚
園
と
交
流

す
る
予
定
で
す
。
丸
山
幼
稚

園
も
他
の
幼
稚
園
と
の
交

流
を
予
定
し
て
い
ま
す

問
学
校
教
育
課

　

☎
37
・
３
０
１
８

※虐待から救うには
　大人の気づきと援
　助が必要です

　
県
民
ま
ち
な
み
緑
化
事
業
の
募
集

　

兵
庫
県
で
は
、
植
樹
や
芝
生

化
な
ど
の
緑
化
活
動
に
補
助
を

行
う
「
県
民
ま
ち
な
み
緑
化
事

業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
対
象
地
域
な
ど
詳
し
く
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

募
集
期
間　

11
月
30
日
（
金
）

ま
で

問
淡
路
県
民
局
ま
ち
づ
く
り
建

築
課
☎
26
・
３
２
１
３

検 索


